
平成29年2月20日

下記の委託について一般競争入札（事前審査型）に付すので、次のとおり公告する。

社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団

理　事　長　　福田　好宏

1 入札に付する事項

（１）　件名 三木精愛園厨房委託業務

（２）　場所 兵庫県三木市緑が丘町本町２丁目３

（３）　委託概要 三木精愛園における利用者等の給食調理業務委託

74 人

※その他、生活介護等通所事業を実施

（４）　委託期間 平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

但し、期間満了前までに双方より、契約終了の意思表示が無い場合は、4回を

限度に１年間更新できるものとする。

（５）　最低制限価格 有

（６）　入札方法 一般競争入札（事前審査型）（価格競争）（直接入札）

（７）　入札参加資格 ア　（公社）日本メディカル給食協会の会員であること、又は医療関連サービス振興会の

　認定業者であること。

イ   業務代行保証が確保されていること。

ウ　事業展開拠点（本支店）が近畿圏内にあること。

エ　兵庫県内で医療・福祉施設での厨房委託業務受託実績が継続して３年以上あること。

オ　直近の過去３年間に受託した厨房委託業務によって食中毒又はそれに類する感染症

　の発症がないこと。

カ　参加申込書の提出から契約の日までに兵庫県からの指名停止又は法令等に基づく営

　業停止等の措置を受けていないこと。

キ　兵庫県の暴力団排除条例に規定する暴力団との関係を有していないこと。

（８）　日程 手続等 期間・期日

平成29年2月20日から

平成29年2月23日まで 三木精愛園総務課

平成29年2月20日から

平成29年2月23日まで

平成29年2月24日から

平成29年2月28日まで

（４）現場説明会 無

平成29年3月3日

午前10時 三木精愛園内

（注１）上記の期間は、土日及び祝日を除く午前９時から午後５時

兵庫県三木市緑が丘町本町２丁目３

（６）入札結果の公表

（５）入札

落札決定後速やかに行う

（３）関係書類の配布
及び質問書の受付

持参又は郵送（持参、郵送ともに2月
27日午後12時までに必着）

質問は同封の様式により、ファックス
のみの受付（質問の受付は2月28日
午後１2時まで）

（４）質問に対する回答平成29年3月1日
ファックスにて入札参加者全員へ回
答予定

　入札公告（厨房委託業務）　

場所・方法

（１）提出資料の様式
等交付

兵庫県三木市緑が丘町本町２丁目３

定員

（２）入札参加受付

施設名

三木精愛園



（９）　入札参加資格の審査は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、審査結果については入札参加資格

　　を有すると認められた者に対して平成29年2月24日までに入札通知書を発送する。

2 応募方法 単独企業による。

3 入札参加資格審査等
（１）　本件の入札に参加することを希望する者は、次に掲げる申請書等を提出し、入札参加資格の審査を受け
　　なければならない。なお、提出期限までに申請書等を提出しなかった者又は審査の結果入札参加資格を有
　　すると認められなかった者は本件の入札に参加することができない。

ア　入札参加申込書
イ　入札参加資格該当者チェックシート
ウ　誓約書
エ　チェックシート等に定める添付書類

4 その他

（１）　申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（２）　理事長は、提出された申請書等を入札参加資格の審査以外に提出者に無断で使用しない。

（３）　提出された書類は返却しない。

（４）　提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。

5 契約保証金

　契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。但し、債務の不履行に生じる損失をてん補する

履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。

6 落札者の決定方法

（１）　兵庫県社会福祉事業団会計規則第９０条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低

　　価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。但し、当該入札価格では契約内容に適合した履行

　　がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すことと

　　なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の

　　範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

7 無効入札

　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

（１）　入札参加資格のない者がした入札

（２）　入札書記載の価格、氏名その他の事項を確認できない入札

（３）　入札書記載の価格を加除訂正した入札及び記名押印のない入札

（４）　同一の入札者が、同一事項に２通以上の入札をした入札

（５）　談合その他の不正な行為があったと認められる入札

（６）　その他入札に関する条件に違反した入札

8 その他入札に関する事項

（１）　入札執行回数は２回とし、１食あたりの業務委託費単価で入札すること。

（２）　当事業団所定の入札書に必要事項を記載、押印の上入札すること。

（３）　落札金額にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の８に相当する額を加算した

　　金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

　　るので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

　　見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（４）　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

（５）　申請書等に虚偽の記載をした場合においては、それが判明した時点で入札資格の停止及び落札

　　した場合でも契約を締結しない。

9 入札担当

　〒６７３－０５３４

　兵庫県三木市緑が丘町本町２丁目３

　社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団

　三木精愛園　総務課　真鍋、河上
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